
（第２４号様式） 

令和  年  月  日 

固定資産税納税管理人申告（承認申請）書 

甲斐市長 様                      
  

納税義務者 

住所 
〒 

 

フリガナ  

氏名  

電話番号 
 

                          ※この申告について、本人以外の者を連絡先とする場合は、 

電話番号の下にその方の氏名と関係を記入してください。              

 

 甲斐市税条例第６４条の規定により、下記の者を固定資産税に係る納税管理人として定め（廃止し）

ましたので、申告します。 

 

□ 甲斐市内に住所等を有する者を納税管理人として定める場合（申告） 

□ 甲斐市外に住所等を有する者を納税管理人として定める場合（承認申請） 

□ 納税管理人を廃止する場合 

 ※納税管理人を廃止した際に、再度、納税管理人を定める場合は、申告が必要です。  

納
税
管
理
人 

住  所  〒      納税義務者との関係 

氏  名 生年月日 

   年  月  日 

連絡先    

・納税管理人設定理由 

□納税義務者が甲斐市外に在住のため    □納税義務者が海外転出のため 

□その他 （                                             ） 

・納税管理人廃止理由 

□納税義務者が甲斐市内に転入のため    □納税義務者が国内転入のため 

□納税義務者または、納税管理人が死亡したため □その他 （             ） 

※納税義務者、納税管理人、双方の合意のもと申告を行ってください。 

 双方の合意がないまま、申告された場合は、本申告に係る手続きを無効とします。 

※次のいずれかの事由が生じたことが判明した場合、廃止の申告がない場合でも職権で納税管理人を廃止する

ことがありますので、ご了承ください。 

 ①納税義務者または、納税管理人が死亡した場合  ②納税義務者が甲斐市内に転入した場合 

 ③納税管理人あてに送付した固定資産税に係る通知が市に差し戻された場合 

※地方税法第 356条の規定により、虚偽の申告を行った場合、罰則が科されます。 

                                                            

 

納税義務者番号  受付 竜王・敷島・双葉 受付者： 

処 理 年 月 日 令和  年  月  日    担 当： 

特 記 事 項 
納税管理人番号： 

 

下の欄は職員が記入します 



（第２４号様式） 

令和 ○年 ○月 ○日 

固定資産税納税管理人申告（承認申請）書 

甲斐市長 様                      
  

納税義務者 

住所 
〒〇〇〇―〇〇〇〇 

〇〇県□□□市××〇〇〇―〇〇 
フリガナ カイ タロウ 

氏名 甲斐 太郎 

電話番号 
〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

甲斐 一郎  関係：子 

※この申告について、本人以外の者を連絡先とする場合は、 

電話番号の下にその方の氏名と関係を記入してください。              

 

 甲斐市税条例第６４条の規定により、下記の者を固定資産税に係る納税管理人として定め（廃止し）

ましたので、申告します。 

 

☑ 甲斐市内に住所等を有する者を納税管理人として定める場合（申告） 

□ 甲斐市外に住所等を有する者を納税管理人として定める場合（承認申請） 

□ 納税管理人を廃止する場合 

 ※納税管理人を廃止した際に、再度、納税管理人を定める場合は、申告が必要です。 

納
税
管
理
人 

住  所  〒 〇〇〇―〇〇〇〇 

         山梨県甲斐市××〇〇〇〇―〇〇   

納税義務者との関係 

     子 

氏  名  

       甲斐 一郎 

生年月日 

昭和 00年 00月 00日 

連絡先   

  000－000－0000 

・納税管理人設定理由 

☑納税義務者が甲斐市外に在住のため    □納税義務者が海外転出のため 

□その他 （                                             ） 

・納税管理人廃止理由 

□納税義務者が甲斐市内に転入のため    □納税義務者が国内転入のため 

□納税義務者本人または、納税管理人が死亡したため □その他 （             ） 

※納税義務者、納税管理人、双方の合意のもと申告を行ってください。 

 双方の合意がないまま、申告された場合は、本申告に係る手続きを無効とします。 

※次のいずれかの事由が生じたことが判明した場合、廃止の申告がない場合でも職権で納税管理人を廃止する

ことがありますので、ご了承ください。 

 ①納税義務者または、納税管理人が死亡した場合  ②納税義務者が甲斐市内に転入した場合 

 ③納税管理人あてに送付した固定資産税に係る通知が市に差し戻された場合 

※地方税法第 356条の規定により、虚偽の申告を行った場合、罰則が科されます。 

                                                            

 

納税義務者番号  受付 竜王・敷島・双葉 受付者： 

処 理 年 月 日 令和  年  月  日    担 当： 

特 記 事 項 
納税管理人番号： 

 

 

記入例 

下の欄は職員が記入します 


